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随 時 監 査  結 果 報 告 

 

 

 地方自治法第１９９条第１項及び第５項の規定に基づき監査を実施したので、同条

第９項の規定により、その結果を次のとおり報告する。 

 

 

１ 監査の対象 

   産業課 

    鳥獣被害防止に係る捕獲奨励金制度について 

 

２ 監査実施日  令和５年１２月２０日(水) 

 

３ 監査の結果 

   鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業について 

   ・「有害捕獲」に対する事業を拡充し、町単独事業と併用することにより捕獲活

動に対する補助金額の増額が期待される。 

   ・有害鳥獣による農作物の被害は、過疎化と合わせ年々拡大していることに鑑

み、捕獲者に対して支援を強化されるとともに、安全な地域づくりに努めら

れたい。 
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